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議会運営委員会 

 

令和３年２月４日（木曜日）午前１０時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 相 馬   剛 副 委 員 長 齊 藤 誠 之 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 田 村 正 宏 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 眞 壁 俊 郎 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 吉 成 伸 一 副 議 長 松 田 寛 人 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事調査係長 佐々木 玲男奈 主 査 鎌 田 栄 治 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．協議事項 

   ⑴議会モニター意見の回答について 

   ⑵令和３年度議会取組実行計画について 

   ⑶請願・陳情の運用について 

   ⑷参考人・公聴会の運用について 

   ⑸那須塩原市議会会議規則の一部改正について 

   ⑹その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○相馬委員長 皆さん、改めましておはようござい

ます。 

  本日の議会運営委員会もウェブ会議ということ

になります。委員の皆様は何かとお忙しい中、御

参加いただきましてありがとうございます。 

  ただいまよりウェブ会議による議会運営委員会

を開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○相馬委員長 さて、１月13日、緊急事態宣言区域

に追加されましたが、一昨日の報道では、栃木県

は２月７日に解除される予定とのことでございま

す。医療関係者はじめ関係各位の御努力に敬意を

表したいと思います。やはり３密を避けるという

ことであると、感染拡大が妨げられるのかなとい

うことを改めて認識したところでございます。 

  那須塩原市議会は、３か月足らずで改選となり

ます。人と人との接触を控えながら議員活動とな

りますが、様々なツールを活用しながら議員活動、

あるいは議会活動に取り組みたいというふうに思

います。 

  さて、本日の協議内容は次第のとおり多くの項

目でございます。委員の皆様には、円滑な委員会

の運営に御協力をお願いし、開会の挨拶といたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○相馬委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

  まず、⑴議会モニター意見の回答についてを議

題といたします。 

  本件につきましては、12月議会後に議会モニタ

ーさんからいただいた意見について、議会運営に

関する回答として正副委員長案を作成しておりま

すので、資料を御覧ください。 

  資料といたしましては、大きなかぎ括弧の中に

定例会というふうなことが書いてございまして、

種類としましては、傍聴、ネット中継、それから

各ナンバーがございます。それから、モニター会

議での御意見と、その後その御意見に対する案の

回答ということで記載をさせていただいておりま

す。 

  大ざっぱに御説明をしたいと思いますが、まず

ナンバー１というところになりますが、回答とい

たしましては、団体グループ等に事前広報の方法

について検討をしますという回答、それから広報

紙の活用は執行部との協議をいたしますと、それ

から傍聴者への特典については、適当かどうか今

後検討いたしますというような回答になってござ

います。 

  例えば次、⑶につきましては、ネット配信でコ

メントが書き込めるようなという、チャットのよ

うなものなんだろうと思いますが、これについて

は今後参考にさせていただき、配信業者と協議い

たしますというふうに記載してございます。 

  ４番につきましては、ネット意見聴取の方法を

検討いたしますというところでございます。 

  ５番については、設備等の問題があるため今後

の課題としておりますということになります。 

  続いて、６番については、１月の議会運営委員

会で、質問時間についてはこのようにいたしまし

たという回答とさせていただいております。 

  次に、８番といたしましては、さらに各議員の

質問力向上につなげる研修などを検討しますとい
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うふうな回答になってございます。 

  ９番については、こういう回答が適当かどうか

については、皆様から御意見、さらにいただきた

いというふうに思いますが、迫力の必要性につい

て検討しますというふうな記載をしてございます。 

  10番については、市民意見の反映にさらに取り

組みますという記載でございます。 

  次のページにいきまして、11番につきましては

傍聴者に分かりやすい質問となるよう、議員への

周知をいたしますという回答でございます。 

  ちょっと飛ばしまして、15番につきましては、

議会モニターの皆様に議案資料の閲覧ができる方

法を検討しますという回答になってございます。 

  あとは、続いて、ちょっと飛ばしまして22番に

ついては、反対討論がある場合にはボタン採決を

行うが、それ以外は簡易採決で諮っているという、

記入させていただいております。 

  最後のページにいきまして、23番については議

会としての提言を行っており、今後も提言等を行

ってまいりますという回答をさせていただいてお

ります。 

  その他の議会活動については、今後の参考にさ

せていただきますというような記載、それからそ

の他の議会活動の５番については、さらに議会改

革に取り組みますと、こういった内容で回答書と

いうことで作成をさせていただいております。 

  これにつきましては、正副委員長案ということ

で作成をさせていただきましたので、これについ

て委員の皆様から御意見をいただきたいと思いま

すが、記載の場所を指摘していただいて御意見を

いただければと思いますが、よろしくお願いしま

す。御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、このような記載

で回答とさせていただいてよろしいでしょうか。

皆さん、よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 はい、ありがとうございます。 

  それでは、この内容にてモニターさんへの回答

と、議会運営委員会の部分の回答とさせていただ

きます。 

  ⑴については、以上でございます。 

  次に、⑵令和３年度議会取組実行計画について

を議題といたします。 

  資料がございますので、事務局から説明をお願

いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、こちらの資料を

御覧いただければと思います。 

  こちらにつきましては、委員長と事務局のほう

で令和３年度の取組実行計画のたたき台というこ

とで作成をしたものでございます。 

  簡単に御説明をさせていただきます。 

  取組ナンバー１につきましては、市民アンケー

ト等の実施ということで、市民アンケート、傍聴

者、議会モニターアンケート等を取組として記載

してございます。 

  ２点目につきましては、参考人公聴会制度の活

用ということでガイドラインの作成検討、参考人

招致等を取組事項としております。 

  ３点目ですが、議員研修の実施ということで計

画の策定、それから研修の実施という内容となっ

ております。 

  ４点目でございますが、大学等とのパートナー

シップの推進ということで、今年度、宇都宮大学

地域プロジェクト演習の関係で申込みをしてござ

いまして、令和３年度、実際に大学の授業の一環

として講義をしてやっていくという予定がござい

ますので、こちらの件が１つ。 

  それから、大学生からの提言を踏まえた政策立
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案の検討となっております。 

  取組ナンバー５でございますが、取組実行計画

の策定ということで、次年度の計画を策定です。 

  取組ナンバー６ですが、事務事業評価の実施と

いうことで、実施と、それから➁につきましては

日本生産性本部からお話しをいただいているもの

がございますので、こちらについても調査研究と

なってございます。 

  取組ナンバー７でございますが、請願・陳情に

ついてですね。こちらについては意見聴取の実施

とガイドラインの策定、検討となっております。 

  取組ナンバー８ですが、臨時会議の開催等に関

する運用の整備ということで、５月から通年議会

導入となりますので、それを踏まえて機動的な臨

時会議の開催に向けた取組となっております。 

  ９でございますが、議会報告会、その他の広聴

広報活動の機能強化ということで、広聴広報活動

に関する件等が上がっております。 

  10点目がオンライン会議の推進でございます。 

  特に具体的な取組を今後定める必要があるとい

うことで、そういった内容となっております。 

  11につきましては、会議等の公開ということで

現在もやっておりますが、本会議中継ですとか会

議録の公開ですとか、そういった内容となってお

ります。 

  続きまして、政策形成サイクルの活用というこ

とで、政策形成サイクルが出来上がりますので、

それの活用に関する取組でございます。 

  13点目、緊急質問の取扱いに関する規定の整備

ということで、緊急質問を整備してございますが、

具体的な規定の整備が必要かどうかというところ

も含めて検討というものでございます。 

  14でございますが、会派代表質問、一般質問の

在り方の検討ということで、議会モニターさん、

あるいは職員からのアンケートですね、そういっ

たものについても一般質問についての意見も多か

ったというところもありまして、その辺の検討と

いうものでございます。 

  15点目、政務活動費の見直しです。 

  使途基準ですとか支給方式についての検討とい

う内容となってございます。 

  次のページにいきまして、団体等への傍聴案内

の検討ということで、こちらも議会モニターから

の意見でもありましたが、各団体に傍聴案内等を

お送りして傍聴者を増やす取組というのが内容で

ございます。 

  次が議会モニター制度の活性化でございます。 

  今年度に引き続きモニター会議ですとかモニタ

ーアンケート、そういったものをやっていきまし

ょうというものでございます。 

  18点目、議場における議員の服装その他携行品

に関する検討ということで、議会としての格式を

重んじ、現状に合った運用について検討する必要

があるかどうかというところでございます。 

  最後でございますが、常任委員会における傍聴

者数増に関する取組ということで、スケジュール

の案内ですとか配布資料の検討という内容となっ

てございます。 

  こちらにつきましては、委員長と事務局とで案

として、ただき台として今回お示しするものでご

ざいますので、今後、各会派等で御検討いただい

て、内容の修正ですとか取組項目の追加、あるい

は削除等を今後御議論いただければというふうに

考えております。 

  説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  大変失礼しました。ただいま説明がありました

案を基に取組事項の追加や削除、修正を行い、成

案としたいというふうに思います。まず、一度会

派に持ち得っていただき、次回２月19日の定例議



－5－ 

運ので改めて協議したいと思いますが、ここまで

のところで委員の皆様から質疑はございますか。

ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、一度会派に持ち帰りいた

だくということでよろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、そのように取り扱います。次回、再

度会派の意見を集約して協議を行いたいというふ

うに思います。 

  次に、⑶請願・陳情の運用についてを議題とい

たします。 

  10月29日の議会運営委員会において、資料にあ

りますとおり論点の頭出しをさせていただいてお

りまして、会派での意見集約をお願いしておりま

す。各会派から、請願、陳情に関し意見を伺いた

いと思います。 

  まず、那須塩原クラブから意見をいただいてよ

ろしいでしょうか。 

  中里委員。 

○中里委員 論点の整理ということで、⑴、上ポチ

から順に言っていったほうがいいですよね。①と

かと書いていないから、上ポチ、２ポチ、３ポチ

とかという話になっちゃうんですけれども。 

○相馬委員長 それで結構です。 

○中里委員 まず、一番最初の１つ目のポチは、取

り扱わないということで。 

○相馬委員長 すみません、中里委員、もうちょっ

とボリューム上げてもらってよろしいですか。 

○中里委員 あ、あ、聞こえますか。 

○相馬委員長 はい、大丈夫です。 

○中里委員 大丈夫ですか、すみません。 

 まず、⑴の１つ目のポチですけれども、取り扱わ

ない。２つ目のポチ、これについては保留です。

３つ目のポチについては、これも取り扱わないと

いうことになります。４つ目のポチが過去に提出

されたものと同様のものを取り扱う、これは取り

扱うということになりました。５つ目のポチです

けれども、請願は全て採決をする、また採決を望

んでいない陳情、要望は、報告、回覧とするとい

うことになりました。最後のポチですけれども、

取り扱わないということになりました。 

  次に、⑵です。 

  議長預かりの陳情等の取扱いについてですけれ

ども、議運の各委員に報告、回覧をするというこ

とになりました。 

  続きまして、⑶提出期限の例外についてでござ

いますが、まずタイムリーな対応が必要かどうか

を議運で判断し、提出の期限については議運の２

日前まで受け付ける。また、臨時会での審査は、

内容によって採決をするか、決まらないと分から

ないということになりました。 

  続きまして、⑷個人情報の取扱いについてです

けれども、公表を望んでいない場合は公表はしな

いということになりました。 

  続きまして、⑸１つ目のポチですけれども、意

見を聴取する場としては原則として委員会とする。

２つ目のポチ、意見陳述の制限時間は、制限時間

を設け10分以内とする。３つ目のポチ、意見を聴

取する仕組みとしては参考人招致を活用するとい

うことです。４つ目、意見聴取日程の調整につい

てですけれども、委員会の開始時間とする。５つ

目のポチですけれども、意見陳述の執行部の出席

の有無についてはなし。最後のポチですけれども、

一定の陳情等についての意見陳述の機会付与を認

めない運用を設けるかについてですけれども、こ

れは委員会の判断に委ねる。 

  最後の⑹その他運用の変更については、現時点

では分からないということになりました。 



－6－ 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、公明クラブさん、大丈夫でしょう

か。 

  田村委員、よろしくお願いします。 

○田村委員 分かりました。じゃ、同じように順番

に申し上げます。 

  ⑴、これは１ポツ、２ポツ、３ポツ、これに関

しては取り扱わないでいいだろうということで、

４番目の過去の提出されたものと同様なものに関

しては、これは程度によって判断すべきであると

いうことで、やはり１年以上過去に出されたもの

であり、かつそのときと状況が変わったものに関

しては、取り扱う扱いにしたほうがいいんではな

いかという意見です。その次は、取り扱わないで

す。陳情の内容が明らかに市議会に関係のないも

の、これはやっぱりケース・バイ・ケースで、ど

っちかというふうには今のところ判断はできない

ということです。 

  ⑵の議長預かりの陳情等の扱いの情報提供に関

しては、サイボウズ等で全議員に発信をしてはい

かがでしょうかということです。 

  ⑶の提出期限の例外は、設ける必要がないとい

う意見です。 

  ⑷、これは運用を変更するかしないかというこ

とであれば変更したほうがいい、変更する必要が

あるという意見でございます。 

  ⑸に関しては、その仕組みを検討する必要があ

るということなので、いずれのポチに関しても具

体的にそれぞれどうこうということではないんで

すけれども、今後検討するという意見でございま

す。 

  ⑹に関しては、すみません、議長、これどうで

したっけ。 

○吉成議長 大した意見は出ませんでした。 

○田村委員 以上でございます。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、志絆の会、大丈夫でしょうか。眞

壁委員でよろしいですか。 

○眞壁委員 じゃ、私のほうからすみません。申し

訳ないんですけれども、会派のほうでの論議をち

ょっとしなかったんですけれども、鈴木さんのほ

うで何かあれば、申し訳ないですけれども。 

○相馬委員長 じゃ、次回です。まだ会派のほうの

意見が集約されていないということでございます

ので、次回までに再度集約していただければとい

うふうに思います。○眞壁委員 それでよろしい

ですか。 

○相馬委員長 はい、大丈夫です。 

○眞壁委員 はい、分かりました。 

○相馬委員長 今日の意見を踏まえて、各会派の一

覧表を再度作成して皆様のほうに送りたいという

ふうには思います。この件についても会派持ち帰

りということでなろうかと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  続いて敬清会、玉野委員いかがでしょうか。 

○玉野委員 聞こえますか。 

○相馬委員長 はい、大丈夫です。 

○玉野委員 まだ会派として集約されていないんで、

今、委員長が言われたたたき台というんですか、

見せていただければより会派の意見が集約できる

と思うんで、そうさせていただきたいんですが。 

○相馬委員長 はい、分かりまました。それでは、

ただいまの意見を踏まえまして引き続き検討して

いきたいというふうに思います。 

  ただいまの那須塩原クラブと公明クラブの意見

を一覧表にして、皆様のほうにサイボウズ等でお

送りさせていただきたいと思います。これについ

ても、次回、再度協議案件とさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 
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  これについて、ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

 はい、よろしければ、⑶については以上とさせて

いただきます。 

  続きまして、⑷参考人・公聴会の運用について

を議題といたします。 

  これについても資料がございますので、事務局

から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、私のほうから資

料の御説明をさせていただきます。 

  今後、参考人・公聴会の運用について定めるに

当たって、たたき台的なものを事務局のほうで作

成しましたので、御確認いただいて御議論いただ

ければというふうに考えております。 

  まず、１点目、現状でございますが、⑴定義で

す。 

  参考人につきましては、本会議または委員会に

おいて、市の事務に関する調査、審査のために必

要があるときに出頭を求め、意見を聴く人のこと

を参考人といいます。 

  公聴会ですが、予算その他重要な議案、請願等

の審査に当たって必要がある場合に、本会議また

は委員会で聴くというもので、利害関係者、学識

経験者等から意見を聴く制度となっております。 

  ⑵の活用事例でございますが、那須塩原市議会

といたしましては、陳情の提出者に参考人として

来てもらって意見を聴いた例がございますが、公

聴会については、こちらで確認をしたところでは

開催の例がございませんでした。両制度とも全国

的に活用の事例は多くはございませんで、特に公

聴会につきましては、手続が煩雑で時間もかかる

ということで、開催の例はかなり少ないという状

況となってございます。 

  関係規定でございますが、基本条例、それから

取組実行計画の中で、こういったものを活用して

意見を聴きますという形の記載がございます。 

  実費弁償でございますが、参考人、現状出席し

た場合には、条例の規定によって一般職の職員の

例によって実費弁償が支払われることになります。

具体的には、自家用車の場合には１キロ当たり30

円というような形の実費が支払われています。 

  続いて、方針案でございますけれども、参考人

制度、公聴会制度のそれぞれについて、早期に実

施する事項は実施できるのではないかという事項

です。それから、早期には難しいけれども、今後

実施に向けた検討というのが考えられるのではな

いかという事項をそれぞれ上げてございます。 

  まず、参考人でございますが、参考人について

は公聴会よりも手続が簡易ですので、活用実績も

ありますので積極的な運用を行ってはどうかとい

う内容でございます。 

  ア、早期に実施する事項でございますが、請願、

陳情の提出者の原則的参考人招致でございます。

請願、陳情の提出は、その思いを議会に届けたい

というところがございますので、提出者にとって

は意見陳述の機会が与えられるというのは非常に

重要であると考えています。提出者の思いを聞き

質疑をするということは、議員間討議の活性化と

いう観点からも有益でありますので、請願、陳情

の提出者については、原則として参考人として出

席をしてもらうということでどうかというもので

ございます。 

  意見陳述になじまないとか、必要性が低い陳情

というのもございますので、そういったものにつ

いての類型を先ほどの請願、陳情のこととも関連

をしてきますけれども、定めておくべき事項は幾

つかあるのかなというところでございます。 

  続きまして、イのところですね。今後実施に向
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けた検討を行う事項でございますが、議案に関係

する市民や団体からの意見聴取というのが考えら

れるのではないかというものでございます。予算

とか条例の議案の審査に当たっては、常任委員会

に執行部の出席を求め、提案理由の説明を求め質

疑を行い、審議をしております。現状では、常任

委員会の委員個人の知見のほか執行部からの情報

のみで審査を行っていますが、それぞれの議案に

は条例によって活動を制限される方、あるいは補

正予算によって新たに補助金の対象となる方など

もありますので、こういった方に参考人として出

頭してもらって常任委員会で直接意見を聴くとい

うことは、議会活動における市民参画につながる、

それから議員間討議の活性化にも資するという面

もあるのかなというところでございます。 

  ただどの議案を対象にするかとか、参考人をど

のように選定するかというところも、今は行って

いないことでもございますので、将来的な検討と

いうところかなというふうに考えております。 

  続きまして、公聴会ですが、公聴会の開催に当

たっては、実施場所、意見を聞こうとする案件等

を事前に公表して、口述人の募集や選定を行うと

いう手続が必要となります。時間もかかりますの

で、今の定例会中に全ての手続を終えるというの

は困難な状況にあります。実際には、今後通年議

会になった後の定例会議に出された議案について

は、定例会議終了後次の定例会議までの間に公聴

会をやって、議案については次の定例会議で議決

をするとか、そういった形がスケジュール的には

現実的かなと考えます。 

  アの早期に実施する事項でございますが、法令

の中で公聴会の実施が義務づけられている事項が

ありますので、こういったものがあった場合には

当然にやらなければいけないかなというものでご

ざいます。例えば町字の区域の新設や名称変更に

ついて、こういった議案がありますけれども、市

民から原案に対する変更の請求があったものにつ

いては、議決をする前に公聴会の開催が義務づけ

られていますので、こういったものについては、

まず公聴会を実施する必要があるかなというとこ

ろでございます。 

  続きまして、イでございますが、今後の実施に

向けた検討を行う事項ですが、賛否が大きく分か

れる重要な議案に関する指定、公聴会を実施する

ということもあるのではないかというものでござ

います。 

  市民の中で賛否が分かれて、議会内部でも否決

や修正の声が出るような議案については、慎重な

審議を行うとともに市民の意見を反映させるとい

う観点からも、定例会議中に場合によっては議決

をしないで、その後公聴会を開催して市民からの

意見を聴いて、改めて議会として審査を行うとい

うことも考えられるのではないかと、これも、将

来的な実施に向けた検討というのは一つ考えられ

るかなというものでございます。 

  その他といたしまして、参考人として出頭した

人については、先ほども話しましたけれども、実

費弁償として少額の旅費を払っておりますけれど

も、他市では、条例を別途定めて日額で１日何千

円とか定めているという例もございますので、積

極的に活用していく、特に専門家の意見を聴くみ

たいな場合には直す必要が考えられますので、そ

ういったところを直す必要があるかどうかという

ところかなと思います。 

  説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございました。 

  ただいま説明がありました案を基に、まずは一

度会派にお持ち帰りいただきまして、今後改めて

協議をしたいと思いますが、ただいまの説明につ

いての質疑はございますでしょうか。大丈夫でし
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ょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 質疑がなければ、もう一度会派のほ

うに持ち帰っていただくということでよろしいで

しょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 はい、ありがとうございます。 

  じゃ、そのように取り扱わさせていただきます。 

  ⑷については、以上といたします。 

  次に、⑸那須塩原市議会の会議規則の一部変更

についてを議題といたします。 

  これについても、事務局から説明をお願いいた

します。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 こちらについて説明させて

いただきます。 

  資料は特にございません。 

  広聴広報特別委員会なんですけれども、議会だ

よりの編集を行っておりますが、今度改選がござ

いまして、５月に新しい議員が決まった段階で、

早期に議会だよりの臨時号を発行する必要がござ

います。そうしますと、スケジュール的に６月の

定例会議での設置ですと間に合わないと、５月の

招集会議でも設置ができるかどうかというところ

もございますので、議長、それから齊藤委員長と

相談をさせていただいて、会議規則の改正を行い

まして166条の協議の場の別表がございますので、

その中で広聴広報に関する委員会ということで、

組織の在り方を少し変えて、会議規則の中で位置

づけることによって、５月早々から、５月の招集

会議で実際には委員を選任する形になりますけれ

ども、動き出して、議会だよりの発行もスムーズ

にいけるかなということで、そんな感じでの変更

を検討しております。 

  今後、広聴広報特別委員会でまた御検討いただ

いて、次の19日の定例議運の中で具体的な案をま

たお示しできるかと思いますので、今回はその頭

出しということで御了承いただければと思います。 

  説明は以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  ただいま説明がありましたとおり、広聴広報委

員会についての改正を予定しているところでござ

います。改正内容については、改めて次回の委員

会にてお示ししたいというところでございますの

で、御了承いただきたいというふうに思います。 

  ⑸につきましては以上となります。 

  次に、⑹その他に入ります。 

  委員の皆様から何かございますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、事務局から何か

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようですので、それでは私のほ

うから、先日の議会運営委員会において、２月10

日の全員協議会については、緊急事態宣言が解除

されれば議場で、解除されなければＺｏｏｍでと

いうことになりました。政府の方針では、栃木県

については解除されるものの、東京などは引き続

き緊急事態宣言を継続するということでございま

す。 

  これを受けまして、10日の議員全員協議会をど

のように行うかということになるわけでございま

すけれども、委員の皆様から御意見をいただきた

いと思います。前回は、緊急事態宣言中であれば

Ｚｏｏｍで行うということになってございました。 

  御意見はございますか。 

  中里委員。 

○中里委員 私の個人的な意見なんですけれども、

先日、県知事の記者会見といいますか、ぶら下が

りの取材があったときにおっしゃっていたのが、
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国のほうから緊急事態宣言に関することについて、

意見調整だったりとかそういうものがあれば意見

を言うんだけれども、意見を求められなかったと

いうことでした。国が一方的にというか、国が県

とか県医師会とも調整は行わずに一方的に緊急事

態宣言を緩和したという現状もあり、県知事とし

ては、緊急事態宣言解除はされているが、基本的

には好ましくないということもおっしゃられてお

ります。ただ段階的に、自粛だったりそういった

ものを緩和させていくというふうなことはおっし

ゃっているので、僕個人的には、表面的には緊急

事態宣言は解除はされていますけれども、県知事

も好ましくないとおっしゃっておりますので、Ｚ

ｏｏｍで開催したほうがいいんではないかなとい

うふうに思いました。 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  Ｚｏｏｍで開催という御意見でございますが、

ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、10日の議員全員協議会に

ついてはＺｏｏｍで行うということでよろしいで

しょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。はい、ありがとう

ございます。 

  それでは、10日の議員全員協議会については、

Ｚｏｏｍで行うということに決定いたします。 

  ほかにその他として何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 10日の全協はＺｏｏｍでやるというこ

となんで、質疑する際に手を挙げて、その辺の質

疑に対する対応ですか、議員が。その辺ちょっと

整理しとかないと、みんな手を挙げたときにちょ

っと混雑しちゃったり、そういったときに質疑の

在り方の検討をちょっと事務局と相談したほうが、

スムーズなＺｏｏｍの会議になるんではないかな

と思うんですが、その辺はどういうふうにいたし

ますか。 

○相馬委員長 はい、ありがとうございます。議場

で行う場合は一応通告制にするということで、前

回お話しをしておりました。 

  今回Ｚｏｏｍで行うのに当たって、誰が手を挙

げるということは、26人でもすぐ議長は判断がつ

くものなのでしょうか。まず事務局にちょっとお

伺いしたいと思います。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 今、皆さんが見ていただい

ているＺｏｏｍの画面と同じものが議長も見てい

るわけですけれども、ギャラリービューという形

にしますと最大で25人が１つの画面で出てくる形

になります。これは議員だけではなくて事務局、

それから執行部の市長、副市長、それからほかの

説明者等も含めて、入っている方が全部入った形

で、そのうちの25人ですね。最大の25人を超えま

すと、横にスライドをするとほかの方が見えると

いう形になりますので、手を挙げた場合にはこの

画面で確認できますが、ただ一画面でぱっとすぐ

に議長が気づけるかどうかというところはありま

すので、そこは若干時間をかける可能性はあるか

なというふうに思っております。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  議長が進行するようになって、若干時間のずれ

はあるかもしれませんが、技術的には可能だとい

うことでございますので、まず質疑について通告

制を取るかどうかということでございますが、あ

くまでも全員協議会というところでございますの

で、本会議で十分質疑はできるものだというふう

な理解はしているところでございますが、通告制

を取るか取らないかについて御意見をいただけれ
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ばと思いますが、いかがでしょうか。 

  山形委員。 

○山形委員 すみません。議長が挙手の判断とかそ

の辺で、吉成議長が大変でしたら、その辺ちょっ

と議長としての立場がどちらがいいのかとちょっ

と聞きたいなという反面、通告制もいいだろうけ

れども、その場でもいいだろうと、議長がどのよ

うに議事進行するに当たってやりやすいのか。今

回初めてやるということですので、議長の立場も

ちょっと聞きたいなと思うんですが、よろしいで

すか。すみません。 

○相馬委員長 はい、分かりました。吉成議長、よ

ろしいですか。 

○吉成議長 山形委員、御配慮ありがとうございま

す。皆さんの決定に従います。従前どおりやって

も対応しますし、通告制にしても、それはそれで

やりたいと思います。 

  特に３月議会ですので、当然本会議前の大事な

全協でもありますから、皆さんの御判断お願いし

ます。 

○相馬委員長 山形委員。 

○山形委員 そういうふうなことであれば、議長が

やる気があるということであれば、事前通告では

なく、もうその場でしっかりと質疑、そして議長

はしっかり対応していただけるということなので、

事前通告じゃなくその場でしっかり質疑というこ

とでいいんじゃないかなと思っております。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  今、通告制を取らないという意見でございます。

これについて、ほかに御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 じゃ、ないようであれば通告制を取

らずに質疑を行うということにしたいと思います。 

  手を挙げる方法でございますが、カメラの前に

こういうふうに手を挙げるということで、議長、

大丈夫でしょうか。 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、全員協議会についての質疑について

は、通告制を取らずにその場で挙手によって質疑

を行うということで決定したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、そのように取り扱います。 

  ほかに決めておくことはありますか。 

  議長、お願いします。 

○吉成議長 質疑に関しましては、従来どおりとい

うことで了解しました。 

  前回の議運の中で案件の説明、執行部側の説明

ですね、これについても従来どおりとなっていま

したけれども、これはそれでいいんですか。説明

をいただくということで、それとも省略なのか、

そこの確認を委員長、お願いします。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  前回、Ｚｏｏｍで行う場合は、執行部からの説

明をいただくということで決定しているというふ

うに理解しておりますが、そういう取扱いでよろ

しいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  議長、それで大丈夫でしょうか。はい、ありが

とうございます。 

  ほかに委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。 

  再度事務局からは、今の件について対応、大丈

夫でしょうか。大丈夫ですか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  大変すみません、失礼いたしました。 
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  もう１点、今ございまして、ウェブ会議を行う

のに当たって、皆さんそれぞれ御自宅、もしくは

事務所等で御参加いただくわけでございますが、

この中で庁舎のほうに役所のほうに来られるとい

う場合の取扱いについて、本来のリモート会議と

いうことについて再度ちょっと御考慮いただいて、

役所のほうに来てＺｏｏｍ会議に参加するという

ものの取扱いについて、御意見があればお伺いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、基本的にはそれ

ぞれ御自宅、もしくは御自分の事務所等で参加し

ていただくというようなことでよろしいでしょう

か。 

  すみません。再度副委員長、じゃ、説明お願い

します。 

○齊藤副委員長 すみません。御自宅でやってくだ

さいと言っても結局議場に来ちゃう方がいらっし

ゃるので、来る場合には、例えば何かお届けして

もらうとかというものを一つやっておかないと、

議長、副議長は来ますよね、普通に。この全協の

場合になると。ほかの方々は基本的に在宅でとい

う話になっているんですけれども、Ｗｉ－Ｆｉは、

事務局のほうで聞いたら全員配備してあるという

アンケートが多分取れていましたよね、事務局で。

一部ない方がいらっしゃるね。だから、ない方の

理由とかが分かっていればいいとは思うし、あと

は扱い方が慣れなくていらっしゃるとか、あるい

は別な方の話を見てみたら、御自宅でやっている

と、例えば田村さんとか伸彦さんとかがいらっし

ゃるところに、例えば宅配業者が来てピンポンと

きたときはどうすんだとか、そんな話が出たり入

ったりしているんです。会議だと、普通は議場に

いれば当たり前のように議論するというのはなっ

ちゃうんですけれども、自宅になると多少ハード

ルを下げちゃって、お客さんが来たらそっちへ行

っちゃうとかとなっちゃうと、そういうのはどう

なんだとか思っちゃって。 

  ２つほどうまく。 

 そう。なんで、ここじゃないと議論できないんだ

という人たちのことも、一応考えてあげていただ

かなきゃいけないのかなとも思ったんですけれど

も、基本的には在宅というのもあるんですけれど

も、議論はしっかりとしなきゃいけないという、

両方とも押さえていかないと、やっぱり皆さんの

一人一人の行動がここの画面を通して見えちゃう

ので、画面オフに急になってみると何だいという

話になっちゃったりとか、普通じゃあり得ない活

用ができちゃうんですね、Ｚｏｏｍを使うと。 

  なので、ちょっとその辺もよく加味して、今度

全協は３月の予算前のものなので、多少ルールを

皆さんに周知しといたほうが事務局側も指導する

ときに指導しやすいのかなと思うんで、もうちょ

っと議論なり何なりをしてもらえればと思います。

お願いします。 

○相馬委員長 了解をしました。今、事務局から資

料が入ったところでございますが、事務局としま

しては、10日、Ｚｏｏｍ会議になった場合に自宅

等で参加するか、それから市役所に来庁されて参

加するかというアンケートは取っているようでご

ざいます。これについてはＷｉ－Ｆｉの設備の状

況等々もあるのかなというふうには思います。 

  これについて、議会運営委員会として一定程度

の、何というんでしょうか、申合せは必要なのか

なというふうには今思いましたので、御意見をい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

  じゃ、山形委員。 

○山形委員 前回、事務局のほうでアンケートを取

っていただいたみたいなんですが、その結果はど

んな結果というのは教えていただけるんですか、
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そういったもの。何人ぐらいの方がちょっとそう

いうふうな。 

○相馬委員長 25人中15人が御自宅でという回答に

なっているようです。10人が来庁してということ

になってございます。 

○山形委員 その10人の方は、やっぱりＷｉ－Ｆｉ

の環境とか設定のほうが、まだなかなか難しいと

いうことであれなんですか。ちょっとその辺もす

みません。 

○相馬委員長 内容については伺って… 

○山形委員 分かんない。 

○相馬委員長 内容については伺っていないです。

ただアンケートとして希望を伺っているという状

況だそうですが、私も実は市役所というふうにさ

せていただいておりますが、全協報告、それから

全協説明があるので、私は自宅あるいは事務所か

らというよりは、ここに来たほうが事務局長等と

のあれもございますので、私も市役所に来てとい

うことでアンケートのほうは回答してございます

が。 

○山形委員 もしその10名の方が市役所に来たら、

ちゃんと場所とかそういったものも事務局で準備

するなり、そういうふうなものもどういうふうな

あれなんですかね。 

○相馬委員長 これについては、大丈夫ですか。 

○佐々木議事調査係長 こちらに来られた議員さん

については、今回イヤホンを購入していただきま

したので、イヤホンを使っていただければハウリ

ングの問題は比較的起きにくいかと思っておりま

すので、第１委員会室、それから第４委員会室、

こちらの２つを使って、そこから参加していただ

くということを想定しております。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、これまでアンケートを取っておった

ということでございますので、今後もＺｏｏｍ会

議を行う場合の参加方法については、事務局でア

ンケートを取って設定していくということでよろ

しいでしょうか。これについて御意見をいただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

〔発言する人あり〕 

○相馬委員長 10日の件だもん。10日、全協の件だ

から今ここで決めないと。 

  それでは、ここで暫時休憩といたします。少々

時間をいただければと思います。事務局と打合せ

をします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○相馬委員長 大変お待たせいたしました。今、事

務局と打合せをしたところでございます。 

  事務局のほうでも、登庁してＺｏｏｍ参加とい

うことに対する理由等は伺っていないということ

でございますので、できるだけ密を避けるという

意味でも、Ｗｉ－Ｆｉ環境が理由で役所に来て参

加するという場合以外は、できるだけ御自宅もし

くは個人の事務所のほうで御参加いただけるよう

な案内をしてはというふうなことでございます。

そういうご案内をするということで、皆さんいか

がでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、そのように設備による理由で役所に

来る方以外には、できるだけ御自宅、もしくは御

自分の事務所のほうで御参加くださいという案内

を差し上げて、10日の議会運営委員会はＺｏｏｍ

による会議というふうにいたします。 

  ほかに委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 
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○相馬委員長 ないようでしたら、次回の議会運営

委員会は２月19日、定例の議運となります。 

  先ほど会派持ち帰りの案件がございましたので、

そこまでにできるだけ会派で御協議をいただいて

いただければというふうに思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○相馬委員長 以上をもちまして、本日の議会運営

委員会を閉会といたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

閉会 午前１１時００分 
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